
北海道胆振海区　共同漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件

胆海共第
１号

鵡川漁業協同組合 勇払郡むかわ町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 上都台から２６４度３９分 １，３２５メートルの点
基点第3号 むかわ町と厚真町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２０６ 度 ５５分 ５，０００メートルの点
点2 基点第３号から ２００ 度 ２５分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２００ 度 ２５分 ２，７００メートルの点

第一種共同漁業

いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

むかわ町 　なし

胆海共第
２号

鵡川漁業協同組合 勇払郡むかわ町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 上都台から２６４度３９分 １，３２５メートルの点
基点第3号 むかわ町と厚真町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２０６ 度 ５５分 ５，０００メートルの点
点2 基点第３号から ２００ 度 ２５分 ５，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２００ 度 ２５分 ２，７００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・めばる・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお･ちか･いわし･ししゃも刺し網漁
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

むかわ町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
なければならない。

ア ９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
は、速やかに海中に戻さなければならない。

イ ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
らない。

（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
ない。

（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
規定しなければならない。

ア 身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ 網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

胆海共第
３号

苫小牧漁業協同組合 苫小牧市地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 国土地理院三角点 苫小牧から２５８度３０分 １，５００メートルの点
基点第2号 苫小牧市と白老町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １７５ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から １４７ 度 ２０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
ほたてがい漁業
うに漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

苫小牧市 　なし

胆海共第
４号

苫小牧漁業協同組合 苫小牧市地先

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域
基点第1号 国土地理院三角点 苫小牧から２５８度３０分 １，５００メートルの点
基点第2号 苫小牧市と白老町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から  １７５度  ００分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から  １４７度  ２０分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・めばる・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお･ちか･いわし･ししゃも刺し網漁
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

苫小牧市

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
なければならない。

ア ９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
は、速やかに海中に戻さなければならない。

イ ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
らない。

（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使
用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
５号

いぶり中央漁業協同組
合

白老郡白老町地先 第一種共同漁業 ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで 令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 白老町（字虎杖浜を除く） 　なし次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、
点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３
０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０の各点を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域、点４１、点４２、点４３、点４４、点４５、点４６、点４７、点
４８、点４９、点５０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５６、点５７、点５８、点５９、点６０、点６１、点６２、
点６３、点６４、点６ ５、点６６、点６７、点６８、点６９、点７０、点７１、点７２、点７３、点７４、点７５、点７６、点７
７、点７８ の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 苫小牧市と白老町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 窟太郎から７９度４８分０７秒 １，５１５．２７メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－１６３７６６．５５２ Ｙ＝－７６９９６．９４３（座標系１２系）
点1 基点第１号から １４７度２０分００秒 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から １４２度２０分００秒 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から １４２度０３分００秒 ４８５メートルの点
点4 点３から ２３２度０３分０２秒 ３メートルの点
点5 点４から １４２度０３分０１秒 １２５．２９メートルの点
点6 点５から １２２度０３分００秒 １３５．２９メートルの点
点7 点６から １５１度３１分５１秒 ３４６．８５メートルの点
点8 点７から １１９度０２分４８秒 １２メートルの点
点9 点８から ２０９度０３分００秒 ２２３メートルの点
点10 点９から ２９９度０３分０５秒 １２メートルの点
点11 点１０から ２０９度０３分００秒 ７７メートルの点
点12 点１１から １１９度０３分２５秒 １２メートルの点
点13 点１２から ２０９度０２分５９秒 ６８．０８メートルの点
点14 点１３から ２９９度０３分０５秒 １２メートルの点
点15 点１４から ２０９度０３分０１秒 ７６．９７メートルの点
点16 点１５から １１９度０３分０５秒 １１．８７メートルの点
点17 点１６から ２０９度０２分５９秒 １６４．５０メートルの点
点18 点１７から ２９９度０２分４２秒 ４メートルの点
点19 点１８から ２０９度０３分０２秒 ３３メートルの点
点20 点１９から １１９度０２分４２秒 ４メートルの点
点21 点２０から ２０９度０３分０１秒 ９０．６５メートルの点
点22 点２１から ２９８度５１分３７秒 １５．８７メートルの点
点23 点２２から ２０８度５１分５１秒 ４０．２３メートルの点
点24 点２３から ２０２度１１分３４秒 １４．２１メートルの点
点25 点２４から １８２度２５分４９秒 １４．２２メートルの点
点26 点２５から １６８度３０分２４秒 ５．６４メートルの点
点27 点２６から ２０９度０１分０３秒 ７．９６メートルの点
点28 点２７から １１９度０３分００秒 ８２メートルの点
点29 点２８から ２９度０３分０１秒 １７０メートルの点
点30 点２９から ２９度０３分００秒 ２３７．５０メートルの点
点31 点３０から ２９９度０２分３４秒 ３．３０メートルの点
点32 点３１から ２９度０３分００秒 １０５．０５メートルの点
点33 点３２から １１９度０３分０１秒 ２．４３メートルの点
点34 点３３から ２９度０３分００秒 ３４３メートルの点
点35 点３４から ２９９度０２分４２秒 ４メートルの点
点36 点３５から ２９度０３分００秒 ２４１メートルの点
点37 点３６から ２９９度０２分５８秒 １２３．０６メートルの点
点38 点３７から ２７度０３分００秒 ２２１．５１メートルの点
点39 点３８から ２９７度０２分４３秒 １９６．９３９メートルの点
点40 点３９から ２７度０３分００秒 １７６．０９メートルの点（西防波堤突端）
点41 基点３号から ２２３度２４分１９秒 ２９０．４６メートルの点
点42 点４１から １４２度０３分００秒 １１４．９０メートルの点
点43 点４２から ２３２度０２分４０秒 ３．８０メートルの点
点44 点４３から １４２度０３分００秒 ６８．４０メートルの点
点45 点４４から ２３２度０３分００秒 ２６０メートルの点
点46 点４５から １４２度０３分００秒 １００メートルの点
点47 点４６から ３３７度４８分５０秒 １４．７２メートルの点
点48 点４７から １４２度０２分５７秒 ３３．２０メートルの点
点49 点４８から ５２度０３分００秒 １００．３１メートルの点
点50 点４９から ５０度１４分０５秒 １７４．０３メートルの点
点51 点５０から ９６度３４分１１秒 ２４７．８８メートルの点
点52 点５１から １１６度０６分３９秒 ３３１．９０メートルの点
点53 点５２から ２３０度４３分４９秒 １３４．４６メートルの点
点54 点５３から ２４５度３７分５０秒 １０７．７９メートルの点
点55 点５４から ２３９度４１分０８秒 ４０．６２メートルの点
点56 点５５から ２５６度２３分０８秒 ５５．８０メートルの点
点57 点５６から ２３５度３２分４３秒 ４６．７４メートルの点
点58 点５７から ２４７度２３分１７秒 ８．９３メートルの点
点59 点５８から ２４２度２６分５４秒 ４２．１８メートルの点
点60 点５９から ２４９度４７分４２秒 ４９．９５メートルの点
点61 点６０から ２３５度５２分３８秒 ７９．３２メートルの点
点62 点６１から ２３５度５２分３８秒 ４２．１７メートルの点
点63 点６２から ３２０度１５分１１秒 １０４．０４メートルの点
点64 点６３から ２３２度０２分０５秒 １．０６メートルの点
点65 点６４から ３２２度０２分５９秒 １９．４０メートルの点
点66 点６５から ２３２度０３分０１秒 ７４．６７メートルの点
点67 点６６から １１９度０３分００秒 １５６．９７メートルの点
点68 点６７から ２９度０２分３０秒 ３．８５メートルの点
点69 点６８から １１７度１０分２３秒 １３３．１１メートルの点
点70 点６９から ２０９度０２分５９秒 ４８．１０メートルの点
点71 点７０から ３００度２１分３２秒 １３３．０７メートルの点
点72 点７１から ２９９度０３分０１秒 １８２．５０メートルの点
点73 点７２から ３２２度０３分０６秒 ３．５０メートルの点
点74 点７３から ３２２度０２分５９秒 １４０メートルの点
点75 点７４から ２３２度０２分２０秒 ２．５１メートルの点
点76 点７５から ３２２度０３分００秒 ８０メートルの点
点77 点７６から ２３２度０３分０１秒 １３．７０メートルの点
点78 点７７から ３２６度０３分４７秒 ３２５．８０メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
６号

いぶり中央漁業協同組
合

白老郡白老町地先 第二種共同漁業 あいなめ・かじか・めばる・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお･ちか･いわし･ししゃも刺し網漁
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
さば・ちか・いわし・かれい小型定置網漁業
はたはた・にしん・かれい小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 白老町（字虎杖浜を除く） （１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

次の基点第１号、点１、点２及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれ
た区域から基点第３号、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、
点１６、点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３、点２４、点２５、点２６、点２７、点２８、点２９、点３
０、点３１、点３２、点３３、点３４、点３５、点３６、点３７、点３８、点３９、点４０及び基点第４号の各点を順次に
結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域、点４１、点４２、点４３、点４４、点４５、点
４６、点４７、点４８、点４９、点５０、点５１、点５２、点５３、点５４、点５５、点５６、点５７、点５８、点５９、点６０、
点６１、点６２、点６３、点６４、点６５、点６６、点６７、点６８、点６９、点７０、点７１、点７２、点７３、点７４、点７
５、点７６、点７７、点７８の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 苫小牧市と白老町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 窟太郎から７９度４８分０７秒 １，５１５．２７メートルの点
基点第3号 Ｘ＝－１６３７６６．５５２ Ｙ＝－７６９９６．９４３（座標系１２系）
基点第4号 Ｘ＝－１６３１６７．７３５ Ｙ＝－７６１４１．５６２（座標系１２系）
点1 基点第１号から １４７度２０分００秒 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から １４２度２０分００秒 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から １４２度０３分００秒 ４８５メートルの点
点4 点３から ２３２度０３分０２秒 ３メートルの点
点5 点４から １４２度０３分０１秒 １２５．２９メートルの点
点6 点５から １２２度０３分００秒 １３５．２９メートルの点
点7 点６から １５１度３１分５１秒 ３４６．８５メートルの点
点8 点７から １１９度０２分４８秒 １２メートルの点
点9 点８から ２０９度０３分００秒 ２２３メートルの点
点10 点９から ２９９度０３分０５秒 １２メートルの点
点11 点１０から ２０９度０３分００秒 ７７メートルの点
点12 点１１から １１９度０３分２５秒 １２メートルの点
点13 点１２から ２０９度０２分５９秒 ６８．０８メートルの点
点14 点１３から ２９９度０３分０５秒 １２メートルの点
点15 点１４から ２０９度０３分０１秒 ７６．９７メートルの点
点16 点１５から １１９度０３分０５秒 １１．８７メートルの点
点17 点１６から ２０９度０２分５９秒 １６４．５０メートルの点
点18 点１７から ２９９度０２分４２秒 ４メートルの点
点19 点１８から ２０９度０３分０２秒 ３３メートルの点
点20 点１９から １１９度０２分４２秒 ４メートルの点
点21 点２０から ２０９度０３分０１秒 ９０．６５メートルの点
点22 点２１から ２９８度５１分３７秒 １５．８７メートルの点
点23 点２２から ２０８度５１分５１秒 ４０．２３メートルの点
点24 点２３から ２０２度１１分３４秒 １４．２１メートルの点
点25 点２４から １８２度２５分４９秒 １４．２２メートルの点
点26 点２５から １６８度３０分２４秒 ５．６４メートルの点
点27 点２６から ２０９度０１分０３秒 ７．９６メートルの点
点28 点２７から １１９度０３分００秒 ８２メートルの点
点29 点２８から ２９度０３分０１秒 １７０メートルの点
点30 点２９から ２９度０３分００秒 ２３７．５０メートルの点
点31 点３０から ２９９度０２分３４秒 ３．３０メートルの点
点32 点３１から ２９度０３分００秒 １０５．０５メートルの点
点33 点３２から １１９度０３分０１秒 ２．４３メートルの点
点34 点３３から ２９度０３分００秒 ３４３メートルの点
点35 点３４から ２９９度０２分４２秒 ４メートルの点
点36 点３５から ２９度０３分００秒 ２４１メートルの点
点37 点３６から ２９９度０２分５８秒 １２３．０６メートルの点
点38 点３７から ２７度０３分００秒 ２２１．５１メートルの点
点39 点３８から ２９７度０３分００秒 ３８メートルの点
点40 点３９から ２７度０３分００秒 ６９０メートルの点
点41 基点３号から ２２３度２４分１９秒 ２９０．４６メートルの点
点42 点４１から １４２度０３分００秒 １１４．９０メートルの点
点43 点４２から ２３２度０２分４０秒 ３．８０メートルの点
点44 点４３から １４２度０３分００秒 ６８．４０メートルの点
点45 点４４から ２３２度０３分００秒 ２６０メートルの点
点46 点４５から １４２度０３分００秒 １００メートルの点
点47 点４６から ３３７度４８分５０秒 １４．７２メートルの点
点48 点４７から １４２度０２分５７秒 ３３．２０メートルの点
点49 点４８から ５２度０３分００秒 １００．３１メートルの点
点50 点４９から ５０度１４分０５秒 １７４．０３メートルの点
点51 点５０から ９６度３４分１１秒 ２４７．８８メートルの点
点52 点５１から １１６度０６分３９秒 ３３１．９０メートルの点
点53 点５２から ２３０度４３分４９秒 １３４．４６メートルの点
点54 点５３から ２４５度３７分５０秒 １０７．７９メートルの点
点55 点５４から ２３９度４１分０８秒 ４０．６２メートルの点
点56 点５５から ２５６度２３分０８秒 ５５．８０メートルの点
点57 点５６から ２３５度３２分４３秒 ４６．７４メートルの点
点58 点５７から ２４７度２３分１７秒 ８．９３メートルの点
点59 点５８から ２４２度２６分５４秒 ４２．１８メートルの点
点60 点５９から ２４９度４７分４２秒 ４９．９５メートルの点
点61 点６０から ２３５度５２分３８秒 ７９．３２メートルの点
点62 点６１から ２３５度５２分３８秒 ４２．１７メートルの点
点63 点６２から ３２０度１５分１１秒 １０４．０４メートルの点
点64 点６３から ２３２度０２分０５秒 １．０６メートルの点
点65 点６４から ３２２度０２分５９秒 １９．４０メートルの点
点66 点６５から ２３２度０３分０１秒 ７４．６７メートルの点
点67 点６６から １１９度０３分００秒 １５６．９７メートルの点
点68 点６７から ２９度０２分３０秒 ３．８５メートルの点
点69 点６８から １１７度１０分２３秒 １３３．１１メートルの点
点70 点６９から ２０９度０２分５９秒 ４８．１０メートルの点
点71 点７０から ３００度２１分３２秒 １３３．０７メートルの点
点72 点７１から ２９９度０３分０１秒 １８２．５０メートルの点
点73 点７２から ３２２度０３分０６秒 ３．５０メートルの点
点74 点７３から ３２２度０２分５９秒 １４０メートルの点
点75 点７４から ２３２度０２分２０秒 ２．５１メートルの点
点76 点７５から ３２２度０３分００秒 ８０メートルの点
点77 点７６から ２３２度０３分０１秒 １３．７０メートルの点
点78 点７７から ３２６度０３分４７秒 ３２５．８０メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
７号

いぶり中央漁業協同組
合

白老郡白老町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、基点第３号、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 国土地理院三角点 窟太郎から７９度４８分０７秒 １，５１５．２７メートルの点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１２～）
基点第3号 登別漁港東防波堤基部
（Ｘ＝－１７１４６３．６６４ Ｙ＝－８７１６７．３６６ １２系座標値）
基点第4号 Ｘ＝－１７１２０６．１８０ Ｙ＝－８７５６１．９５５ （座標系１２系）
点1 基点第１号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点4 点５から １０５度５１分４８秒 ２６３．５１６メートルの点
点5 基点第４号から １３６度２３分０８秒 １１メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

白老町字虎杖浜 　なし

胆海共第
８号

いぶり中央漁業協同組
合

白老郡白老町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、基点第３号、点４、点５及び基点第４号の各点を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 国土地理院三角点 窟太郎から７９度４８分０７秒 １，５１５．２７メートルの点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１２～）
基点第3号 登別漁港東防波堤基部
（Ｘ＝－１７１４６３．６６４ Ｙ＝－８７１６７．３６６ １２系座標値）
基点第4号 Ｘ＝－１７１２０６．１８０ Ｙ＝－８７５６１．９５５ （座標系１２系）
点1 基点第１号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点4 点５から １０５度５１分４８秒 ２６３．５１６メートルの点
点5 基点第４号から １３６度２３分０８秒 １１メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・めばる・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお･ちか･いわし･ししゃも刺し網漁
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
さば・ちか・いわし・かれい小型定置網漁業
はたはた・にしん・かれい小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

白老町字虎杖浜

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

胆海共第
９号

いぶり中央漁業協同組
合

登別市地先

次の基点第１号、点１、点２、基点第２号、点３、点４、点５、点６、点７及び基点第５号の各点を順次に結んだ
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 Ｘ＝－１７１２０６．１８０ Ｙ＝－８７５６１．９５５ （座標系１２系）
基点第2号 登別漁港東防波堤基部
（Ｘ＝－１７１４６３．６６４ Ｙ＝－８７１６７．３６６ １２系座標値）
基点第3号 国土地理院三角点 蘭法華岬
基点第4号 国土地理院三角点 幌別から１１１度０５分 ５４０メートルの点
基点第5号 登別市と室蘭市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １３６度２３分０８秒 １１メートルの点
点2 点１から １０５度５１分４８秒 ２６３．５１６メートルの点
点3 基点第２号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から １４２度２０分 ３，１００メートルの点
点5 基点第４号から １４２度００分 ３，０００メートルの点
点6 点７から １４２度２０分 １，０００メートルの点
点7 基点第５号から １６２度３０度 ２，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

登別市 　なし

胆海共第
10号

いぶり中央漁業協同組
合

登別市地先

次の基点第１号、点１、点２、基点第２号、点３、点４、点５、点６、点７及び基点第５号の各点を順次に結んだ
線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 Ｘ＝－１７１２０６．１８０ Ｙ＝－８７５６１．９５５ （座標系１２系）
基点第2号 登別漁港東防波堤基部
（Ｘ＝－１７１４６３．６６４ Ｙ＝－８７１６７．３６６ １２系座標値）
基点第3号 国土地理院三角点 蘭法華岬
基点第4号 国土地理院三角点 幌別から１１１度０５分 ５４０メートルの点
基点第5号 登別市と室蘭市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から １３６度２３分０８秒 １１メートルの点
点2 点１から １０５度５１分４８秒 ２６３．５１６メートルの点
点3 基点第２号から １４２度２０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から １４２度２０分 ３，１００メートルの点
点5 基点第４号から １４２度００分 ３，０００メートルの点
点6 点７から １４２度２０分 １，０００メートルの点
点7 基点第５号から １６２度３０度 ２，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・めばる・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお･ちか･いわし･ししゃも刺し網漁
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
さば・ちか・いわし・かれい小型定置網漁業
はたはた・にしん・かれい小型定置網漁業
かれい・ひら

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

登別市

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
11号

室蘭漁業協同組合 室蘭市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び基点第８号の各点を順次に結んだ線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域から基点第９号、点１０、点１１、点１２、点１３、基点第１０号、点
１４、点１５及び基点第１１号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた
区域
基点第1号 登別市と室蘭市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１から１４２度２０分 ５０メートルの点
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.２（北海道水産林務部三角点 水Ｄ３～）から１１１度００分 ８０メート
ルの点
基点第4号 チキウ岬燈台中心点
（北緯  ４２度１８分０７．６秒 東経 １４１度００分０４．１秒）
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ５から１５４度００分 ２８０メートルの点
基点第6号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から１９０度００分 ２３０メートルの点
基点第7号 室蘭港南外防波堤灯台
（北緯  ４２度２０分５６．３秒 東経 １４０度５４分５７．６秒）
基点第8号 室蘭市と伊達市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第9号 室蘭港南外防波堤基部
基点第10号 国土地理院三角点 大黒島
基点第11号 室蘭港北外防波堤基部
点1 基点第１号から １６２ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点2 点１から １４２ 度 ２０分 １，０００メートルの点
点3 基点第２号から １４２ 度 ２０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から １３５ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点5 基点第４号から １８０ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点6 基点第５号から ２００ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点7 基点第６号から ２１２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点8 基点第７号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点9 基点第８号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点10 基点第９号と基点第１０号を結んだ線上、基点第９号から７３０メートルの点
点11 点12から ２１８ 度 ００分 ６０メートルの点
点12 点13から １６８ 度 ００分 １５０メートルの点
点13 基点第９号と基点第１０号を結んだ線上、基点第９号から１，０００メートルの点
 点14 基点第10号から ２８２度 １５分 ９７５メートルの点
点15 基点第11号から １７６度３５分１０秒 ２，１２０メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
えぞばかがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業
ほや漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

室蘭市 　なし

胆海共第
12号

室蘭漁業協同組合 室蘭市地先 第二種共同漁業

あいなめ・かじか・めばる・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお･ちか･いわし･ししゃも刺し網漁
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業
さば・ちか・いわし・かれい小型定置網漁業
はたはた・にしん・かれい小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

室蘭市

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９及び基点第８号の各点を順次に結んだ線
と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域から基点第９号、点１０、点１１、点１２、点１３、基点第１０号、点
１４、点１５及び基点第１１号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた
区域
基点第1号 登別市と室蘭市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１から１４２度２０分 ５０メートルの点
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.２（北海道水産林務部三角点 水Ｄ３～）から１１１度００分 ８０メート
ルの点
基点第4号 チキウ岬燈台中心点
（北緯  ４２度１８分０７．６秒 東経 １４１度００分０４．１秒）
基点第5号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ５から１５４度００分 ２８０メートルの点
基点第6号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から１９０度００分 ２３０メートルの点
基点第7号 室蘭港南外防波堤灯台
（北緯  ４２度２０分５６．３秒 東経 １４０度５４分５７．６秒）
基点第8号 室蘭市と伊達市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第9号 室蘭港南外防波堤基部
基点第10号 国土地理院三角点 大黒島
基点第11号 室蘭港北外防波堤基部
点1 基点第１号から １６２ 度 ３０分 ２，０００メートルの点
点2 点１から １４２ 度 ２０分 １，０００メートルの点
点3 基点第２号から １４２ 度 ２０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第３号から １３５ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点5 基点第４号から １８０ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点6 基点第５号から ２００ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点7 基点第６号から ２１２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点8 基点第７号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点9 基点第８号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点10 基点第９号と基点第１０号を結んだ線上、基点第９号から７３０メートルの点
点11 点12から ２１８ 度 ００分 ６０メートルの点
点12 点13から １６８ 度 ００分 １５０メートルの点
点13 基点第９号と基点第１０号を結んだ線上、基点第９号から１，０００メートルの点
点14 基点第10号から ２８２度 １５分 ９７５メートルの点
点15 基点第11号から １７６度３５分１０秒 ２，１２０メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
13号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

伊達市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最 大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第７号、点６、点７及び基点第８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域並びに基点第６号、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３及び基点第９号の
各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 室蘭市と伊達市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.１（国土地理院三角点 稀府～）
基点第3号 国土地理院三角点 東浜
基点第4号 国土地理院三角点  川口から１８５度４６分３６秒 １４４．０６メートルの点
基点第5号 国土地理院三角点 館山から２８３度０１分５０秒 ４，１１７．６１メートルの点
基点第6号 エントモ岬突端
基点第7号 基点第６号から １２５ 度 ２４分 １，５９９メートルの点
基点第8号 点７から ５１ 度 ００分 ５０メートルの点
基点第9号 点13から ９３ 度 ００分 ３８０メートルの点
点1 基点第１号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第４号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点5 基点第５号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点6 基点第７号から ２３１ 度 ００分 ５０メートルの点
点7 点６から １４１ 度 ００分 １００メートルの点
点8 基点第６号から １３１ 度 ３０分 ２５メートルの点
点9 点８から １５４ 度 ３０分 １７０メートルの点
点10 点９から ２２３ 度 ００分 ７５メートルの点
点11 点10から １３４ 度 ３０分 １３０メートルの点
点12 点11から ４５ 度 ００分 １１５メートルの点
点13 点12から １００ 度 ００分 １５０メートルの点

第一種共同漁業

こんぶ漁業
のり漁業
ふのり漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

伊達市（有珠町、向有珠町及び南
有珠町を除く）

　なし

胆海共第
14号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

伊達市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５及び基点第５号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域から基点第７号、点６、点７及び基点第８号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時
海岸線とによって囲まれた区域並びに基点第６号、点８、点９、点１ ０、点１１、点１２、点１３及び基点第９号
の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域を除いた区域
基点第1号 室蘭市と伊達市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部図根点 No.１（国土地理院三角点 稀府～）
基点第3号 国土地理院三角点 東浜
基点第4号 国土地理院三角点  川口から１８５度４６分３６秒 １４４．０６メートルの点
基点第5号 国土地理院三角点 館山から２８３度０１分５０秒 ４，１１７．６１メートルの点
基点第6号 エントモ岬突端
基点第7号 基点第６号から １２５ 度 ２４分 １，５９９メートルの点
基点第8号 点７から ５１ 度 ００分 ５０メートルの点
基点第9号 点13から ９３ 度 ００分 ３８０メートルの点
点1 基点第１号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２２３ 度 ４６分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点4 基点第４号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点5 基点第５号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点6 基点第７号から ２３１ 度 ００分 ５０メートルの点
点7 点６から １４１ 度 ００分 １００メートルの点
点8 基点第６号から １３１ 度 ３０分 ２５メートルの点
点9 点８から １５４ 度 ３０分 １７０メートルの点
点10 点９から ２２３ 度 ００分 ７５メートルの点
点11 点10から １３４ 度 ３０分 １３０メートルの点
点12 点11から ４５ 度 ００分 １１５メートルの点
点13 点12から １００ 度 ００分 １５０メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・ほっけ刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ちか・いわし・かれい小型定置網漁業
はたはた・ちか・かれい小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

伊達市（有珠町、向有珠町及び南
有珠町を除く）

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

胆海共第
15号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

伊達市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 国土地理院三角点 館山から ２８３度０１分５０秒４，１１７．６１メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 アルトリ岬から ２２１度２６分１５秒１７９．９８５メートルの点
基点第3号 伊達市と洞爺湖町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

伊達市有珠町、向有珠町及び南
有珠町

　なし



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
16号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

伊達市地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 国土地理院三角点 館山から ２８３度０１分５０秒４，１１７．６１メートルの点
基点第2号 国土地理院三角点 アルトリ岬から ２２１度２６分１５秒１７９．９８５メートルの点
基点第3号 伊達市と洞爺湖町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２２１ 度 ３０分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・ほっけ刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ちか・いわし・かれい小型定置網漁業
はたはた・ちか・かれい小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

伊達市有珠町、向有珠町及び南
有珠町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

胆海共第
17号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

虻田郡洞爺湖町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 伊達市と洞爺湖町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 洞爺湖町と豊浦町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２４４度 ００分 ２，４００メートルの点
点3 基点第２号から ２１８度 １５分 ３，１００メートルの点
点4 基点第３号から ２１４度 ３０分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あわび漁業
いがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

洞爺湖町 　なし

胆海共第
18号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

虻田郡洞爺湖町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４及び基点第３号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域
基点第1号 伊達市と洞爺湖町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第3号 洞爺湖町と豊浦町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２４４度 ００分 ２，４００メートルの点
点3 基点第２号から ２１８度 １５分 ３，１００メートルの点
点4 基点第３号から ２１４度 ３０分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・ほっけ刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
はたはた・ちか・かれい小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

洞爺湖町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。

胆海共第
19号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

虻田郡豊浦町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 洞爺湖町と豊浦町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点  弁辺から  ２１８度００分 ３３０メートルの点
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０～）
基点第6号 豊浦町と長万部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１４ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１４ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点4 基点第４号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点5 基点第５号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点6 基点第６号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点

第一種共同漁業

ぎんなんそう漁業
こんぶ漁業
てんぐさ漁業
のり漁業
ふのり漁業
まつも漁業
わかめ漁業
あさり漁業
あわび漁業
いがい漁業
さらがい漁業
つぶ漁業
ほたてがい漁業
ほっきがい漁業
うに漁業
えむし漁業
たこ漁業
なまこ漁業

１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

豊浦町 　なし

胆海共第
20号

いぶり噴火湾漁業協同
組合

虻田郡豊浦町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３、点４、点５、点６及び基点第６号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点第1号 洞爺湖町と豊浦町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点  弁辺から  ２１８度００分 ３３０メートルの点
基点第3号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第4号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０
基点第5号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０～）
基点第6号 豊浦町と長万部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１４ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第２号から ２１４ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点3 基点第３号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点4 基点第４号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点5 基点第５号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点6 基点第６号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点

第二種共同漁業

あいなめ・かじか・ほっけ刺し網漁業
かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
きゅうりうお・ちか刺し網漁業
しらうお刺し網漁業
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ひらめ刺し網漁業
ちか・いわし・かれい小型定置網漁業
かれい・ひらめ・ちか底建網漁業
はもどう漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

豊浦町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数又は統数
　並びに使用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければなら
　ない。
（３）漁業権行使規則には、底建網漁業の方法について、垣網の長
　さ及び身網の高さ（網立）の制限を規定するとともに次の制限を
　規定しなければならない。
ア　身網の大きさは、84.84メートル以下でなければならない。
イ　網は、水面から水深の３分の２以深に敷設しなければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
21号

鵡川漁業協同組合 勇払郡むかわ町地先

次の基点第１号、点１、点２、点３及び基点第２号の各点を順次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点第1号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 国土地理院三角点 上都台から２６４度３９分 １，３２５メートルの点
基点第3号 むかわ町と厚真町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から  ２０６度  ５５分 １４，０００メートルの点
点2 基点第３号から  ２００度  ２５分 １４，０００メートルの点
点3 基点第３号から  ２００度  ２５分 ２，７００メートルの点

第一種共同漁業 ほたてがい漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

むかわ町 なし

胆海共第
22号

鵡川漁業協同組合 勇払郡厚真町地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 むかわ町と厚真町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 厚真町と苫小牧市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 国土地理院三角点 苫小牧から２５８度３０分 １，５００メートルの点
点1 基点第１号から  ２００度  ２５分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から  ２００度  ２５分 １４，０００メートルの点
点3 基点第２号から  １９５度  ２５分 １４，０００メートルの点
点4 基点第２号から１９５度２５分の線と点１と点５を結んだ線の交点
点5 基点第３号から  １７５度  ００分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業 ほたてがい漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

厚真町 なし

胆海共第
23号

苫小牧漁業協同組合 苫小牧市地先

次の点１、点２、点３、点４及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 厚真町と苫小牧市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 むかわ町と厚真町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 国土地理院三角点 苫小牧から２５８度３０分 １，５００メートルの点
点1 基点第１号から１９５度２５分の線と点５と点６を結んだ線との交点
点2 点１から １９５ 度 ２５分 ６，０００メートルの点
点3 点４から １９５ 度 ２５分 ６，０００メートルの点
点4 点５と点６を結んだ線上、点６から５，６２４ｍの点
点5 基点第２号から  ２００度  ２５分 ５，０００メートルの点
点6 基点第３号から  １７５度  ００分 ５，０００メートルの点

第一種共同漁業 ほたてがい漁業 １月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体

苫小牧市 なし

胆海共第
26号

苫小牧漁業協同組合、
鵡川漁業協同組合、い
ぶり中央漁業協同組
合、室蘭漁業協同組合

勇払郡むかわ町及び厚
真町、苫小牧市、白老
郡白老町、登別市並び
に室蘭市地先

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 むかわ町、厚真町、苫小牧市、白
老町、登別市及び室蘭市

なし次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 むかわ町と厚真町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 国土地理院三角点 苫小牧から２５８度３０分 １，５００メートルの点
基点第4号 苫小牧市と白老町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 窟太郎から７９度４８分０７秒 １，５１５．２７メートルの点
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１２～）
基点第7号 登別漁港東防波堤基部
（Ｘ＝－１７１４６３．６６４ Ｙ＝－８７１６７．３６６ １２系座標値）
基点第8号 国土地理院三角点 蘭法華岬
基点第9号 国土地理院三角点 幌別から１１１度０５分 ５４０メートルの点
基点第10号 登別市と室蘭市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第11号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１から１４２度２０分 ５０メートルの点
基点第12号 北海道水産林務部図根点 No.２（北海道水産林務部三角点 水Ｄ３～）から１１１度００分 ８０メー
トルの点
基点第13号 チキウ岬燈台中心点
（北緯  ４２度１８分０７．６秒 東経 １４１度００分０４．１秒）
基点第14号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ５から１５４度００分 ２８０メートルの点
基点第15号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から１９０度００分 ２３０メートルの点
点1 基点第１号から ２０６ 度 ５５分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２０６ 度 ５５分 ２７，０００メートルの点
点3 基点第４号から １４７ 度 ２０分 ２７，０００メートルの点
点4 点21から １４２ 度 ２０分 ２５，０００メートルの点
点5 基点第15号から ２１２ 度 ３０分 ９，０００メートルの点
点6 基点第15号から ２１２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点7 基点第14号から ２００ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点8 基点第13号から １８０ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点9 基点第12号から １３５ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点10 基点第11号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点11 点21から １４２度 ２０分 １，０００メートルの点
点12 基点第９号から １４２度 ００分 ３，０００メートルの点
点13 基点第８号から １４２度 ２０分 ３，１００メートルの点
点14 基点第７号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点15 基点第６号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点16 基点第５号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点17 基点第４号から １４７度 ２０分 ３，０００メートルの点
点18 基点第３号から １７５度 ００分 ３，０００メートルの点
点19 基点第３号から １７５度 ００分 ５，０００メートルの点
点20 基点第２号から ２００度 ２５分 ５，０００メートルの点
点21 基点第10号から １６２度 ３０分 ２，０００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

胆海共第
27号

苫小牧漁業協同組合、
鵡川漁業協同組合、い
ぶり中央漁業協同組
合、室蘭漁業協同組合

室蘭市、伊達市並びに
虻田郡洞爺湖町及び豊
浦町地先

第二種共同漁業 あいなめ・かじか・めばる・そい刺し網漁業
かすべ・あんこう刺し網漁業
かれい刺し網漁業
さめ刺し網漁業
たら刺し網漁業
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 室蘭市、伊達市、洞爺湖町及び豊
浦町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

胆海共第
28号

いぶり噴火湾漁業協同
組合、室蘭漁業協同組
合

室蘭市、伊達市並びに
虻田郡洞爺湖町及び豊
浦町地先

第一種共同漁業 たこ漁業 １月１日から12月31日まで 令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体 室蘭市、伊達市、洞爺湖町及び豊
浦町

　なし

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 日高町とむかわ町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第2号 むかわ町と厚真町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第3号 国土地理院三角点 苫小牧から２５８度３０分 １，５００メートルの点
基点第4号 苫小牧市と白老町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第5号 国土地理院三角点 窟太郎から７９度４８分０７秒 １，５１５．２７メートルの点
基点第6号 北海道水産林務部図根点 No.４（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１２～）
基点第7号 登別漁港東防波堤基部
（Ｘ＝－１７１４６３．６６４ Ｙ＝－８７１６７．３６６ １２系座標値）
基点第8号 国土地理院三角点 蘭法華岬
基点第9号 国土地理院三角点 幌別から１１１度０５分 ５４０メートルの点
基点第10号 登別市と室蘭市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第11号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１から１４２度２０分 ５０メートルの点
基点第12号 北海道水産林務部図根点 No.２（北海道水産林務部三角点 水Ｄ３～）から１１１度００分 ８０メー
トルの点
基点第13号 チキウ岬燈台中心点
（北緯  ４２度１８分０７．６秒 東経 １４１度００分０４．１秒）
基点第14号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ５から１５４度００分 ２８０メートルの点
基点第15号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ６から１９０度００分 ２３０メートルの点
点1 基点第１号から ２０６ 度 ５５分 ５，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２０６ 度 ５５分 ２７，０００メートルの点
点3 基点第４号から １４７ 度 ２０分 ２７，０００メートルの点
点4 点21から １４２ 度 ２０分 ２５，０００メートルの点
点5 基点第15号から ２１２ 度 ３０分 ９，０００メートルの点
点6 基点第15号から ２１２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点7 基点第14号から ２００ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点8 基点第13号から １８０ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点9 基点第12号から １３５ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点10 基点第11号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点11 点21から １４２度 ２０分 １，０００メートルの点
点12 基点第９号から １４２度 ００分 ３，０００メートルの点
点13 基点第８号から １４２度 ２０分 ３，１００メートルの点
点14 基点第７号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点15 基点第６号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点16 基点第５号から １４２度 ２０分 ３，０００メートルの点
点17 基点第４号から １４７度 ２０分 ３，０００メートルの点
点18 基点第３号から １７５度 ００分 ３，０００メートルの点
点19 基点第３号から １７５度 ００分 ５，０００メートルの点
点20 基点第２号から ２００度 ２５分 ５，０００メートルの点
点21 基点第10号から １６２度 ３０分 ２，０００メートルの点

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点  水Ｄ６から１９０度 ２３０メートルの点
基点第2号 室蘭港南外防波堤灯台
（北緯  ４２度２０分５６．３秒 東経 １４０度５４分５７．６秒）
基点第3号 室蘭市と伊達市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 北海道水産部図根点 No.１（国土地理院三角点 稀府～）
基点第5号 国土地理院三角点 東浜
基点第6号 国土地理院三角点 川口
基点第7号 国土地理院三角点 館山から２８３度０１分５０秒 ４，１１７．６１メートルの点
基点第8号 国土地理院三角点 アルトリ岬から ２２１度２６分１５秒１７９．９８５メートルの点
基点第9号 伊達市と洞爺湖町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第10号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第11号 洞爺湖町と豊浦町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 国土地理院三角点 弁辺から２１８度００分 ３３０メートルの点
基点第13号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第14号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０
基点第15号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０～）
基点第16号 豊浦町と長万部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２１２ 度 ３０分 ９，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２２４ 度 ００分 ９，０００メートルの点
点4 基点第７号から ２２１ 度 ３０分 １０，０００メートルの点
点5 基点第９号から ２２１ 度 ３０分 １０，０００メートルの点
点6 基点第11号から ２１４ 度 ３０分 １２，０００メートルの点
点7 基点第16号から １８３ 度 ００分 １１，５００メートルの点
点8 基点第16号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点9 基点第15号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点10 基点第14号から １８３度 ００分 ３，０００メートルの点
点11 基点第13号から １８３度 ００分 ３，０００メートルの点
点12 基点第12号から ２１４度 ３０分 ３，０００メートルの点
点13 基点第11号から ２１４度 ３０分 ３，０００メートルの点
点14 基点第10号から ２１８度 １５分 ３，１００メートルの点
点15 基点第９号から ２４４度 ００分 ２，４００メートルの点
点16 基点第９号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点17 基点第８号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点18 基点第７号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点19 基点第６号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点20 基点第５号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点21 基点第４号から ２２３度 ４６分 ３，０００メートルの点
点22 基点第３号から ２２３度 ４６分 ３，０００メートルの点
点23 基点第２号から ２２３度 ４６分 ３，０００メートルの点



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域

次の点１、点２、点３、点４、点５、点６、点７、点８、点９、点１０、点１１、点１２、点１３、点１４、点１５、点１６、
点１７、点１８、点１９、点２０、点２１、点２２、点２３及び点１の各点を順次に結んだ線によって囲まれた区域
基点第1号 北海道水産林務部三角点  水Ｄ６から１９０度 ２３０メートルの点
基点第2号 室蘭港南外防波堤灯台
（北緯  ４２度２０分５６．３秒 東経 １４０度５４分５７．６秒）
基点第3号 室蘭市と伊達市の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第4号 北海道水産部図根点 No.１（国土地理院三角点 稀府～）
基点第5号 国土地理院三角点 東浜
基点第6号 国土地理院三角点 川口
基点第7号 国土地理院三角点 館山から２８３度０１分５０秒 ４，１１７．６１メートルの点
基点第8号 国土地理院三角点 アルトリ岬から ２２１度２６分１５秒１７９．９８５メートルの点
基点第9号 伊達市と洞爺湖町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第10号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ３
基点第11号 洞爺湖町と豊浦町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
基点第12号 国土地理院三角点 弁辺から２１８度００分 ３３０メートルの点
基点第13号 北海道水産林務部図根点 No.１３（北海道水産林務部三角点 水Ｄ６～）
基点第14号 北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０
基点第15号 北海道水産林務部図根点 No.７（北海道水産林務部三角点 水Ｄ１０～）
基点第16号 豊浦町と長万部町の境界線と最大高潮時海岸線との交点
点1 基点第１号から ２１２ 度 ３０分 ３，０００メートルの点
点2 基点第１号から ２１２ 度 ３０分 ９，０００メートルの点
点3 基点第３号から ２２４ 度 ００分 ９，０００メートルの点
点4 基点第７号から ２２１ 度 ３０分 １０，０００メートルの点
点5 基点第９号から ２２１ 度 ３０分 １０，０００メートルの点
点6 基点第11号から ２１４ 度 ３０分 １２，０００メートルの点
点7 基点第16号から １８３ 度 ００分 １１，５００メートルの点
点8 基点第16号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点9 基点第15号から １８３ 度 ００分 ３，０００メートルの点
点10 基点第14号から １８３度 ００分 ３，０００メートルの点
点11 基点第13号から １８３度 ００分 ３，０００メートルの点
点12 基点第12号から ２１４度 ３０分 ３，０００メートルの点
点13 基点第11号から ２１４度 ３０分 ３，０００メートルの点
点14 基点第10号から ２１８度 １５分 ３，１００メートルの点
点15 基点第９号から ２４４度 ００分 ２，４００メートルの点
点16 基点第９号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点17 基点第８号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点18 基点第７号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点19 基点第６号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点20 基点第５号から ２２１度 ３０分 ３，０００メートルの点
点21 基点第４号から ２２３度 ４６分 ３，０００メートルの点
点22 基点第３号から ２２３度 ４６分 ３，０００メートルの点
点23 基点第２号から ２２３度 ４６分 ３，０００メートルの点

室蘭市、伊達市、洞爺湖町及び豊
浦町

（１）漁業権行使規則には、漁業の方法について次の制限を規定し
　なければならない。
ア　９月１日から11月30日までの間、シロサケが採捕された場合に
　は、速やかに海中に戻さなければならない。
イ　ケガニが採捕された場合には、速やかに海中に戻さなければな
　らない。
（２）漁業権行使規則には、漁業ごとに行使の数及び隻数並びに使
　用する漁船の総トン数の最高限度を規定しなければならない。

胆海共第
29号

いぶり噴火湾漁業協同
組合、室蘭漁業協同組
合

室蘭市、伊達市並びに
虻田郡洞爺湖町及び豊
浦町地先

第二種共同漁業 かすべ刺し網漁業
かれい刺し網漁業
ながずか刺し網漁業
にしん刺し網漁業
はたはた刺し網漁業
めばる・かじか・ほっけ刺し網漁業

１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで
１月１日から12月31日まで

令和５年９月１日から令
和15年８月31日まで

団体


